
マスタータイトルの書式設定

防災機能の選定について

１-１．三芳町の防災

計画地周辺には、一時避難場所が1か所（1km圏内）、指定避難所が１か所（約1.3km）が立地している。
多くの指定避難所等は、藤久保地区に立地している。

１-２．想定避難者数、備蓄必要量（出典：三芳町地域防災計画）
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〇避難者数想定

避難 数は発災から 1 日後で 125 人、1 週間後 279 人にまで増加することが想定されている。避難 数が 1 週間後
にピークを迎えるのは、断 等のライフライン被害に伴う生活支障を要因とした避難を見込んでいるためである。
なお、「関東平野北西縁断層帯地震」における 1 週間後の避難 数は、327 人と想定されている。

〇備蓄品・貯水施設

備蓄品は、各エリアで想定される避難 数を基に、指定避難所の防災倉庫に振り分けて備蓄することとする。保存
年限に応じて計画的に更新を図る。
被災 に対する飲料 、食料等、防災用 機材の備蓄、仮 住宅の建 予定地の確保等各種の災害対策において

は、「東京湾北部地震」で想定される被害数量に対応可能な対策を行うこと基本としつつ、それを上回る被害が発
生した場合でも対応可能となるよう余裕を持った対策の実 を心がけるものとする。

１-３．三芳町の防災ポテンシャル

出典：   立地適正化計画

計画地周辺では、災害リスクもなくポテンシャルが高い。また、関越自動車道は第一次緊急輸送道路に指定されて
いる。
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２-１．防災拠点の位置づけ

防災  には、「本部機能」「救援･復旧への支援」「緊急  の 流･備蓄」「市民
の避難や生活の場の確保」「その他」の機能が求められる。

※「首都圏  防災  整備基本構想」「臨海部防災  マニュアル」「防災公園計画･ 計ガイドライン」より 成し作成

２-２．防災拠点のレベル

国による防災  の位置づけや各都県市の防災計画より、防災  は以下の２レベル
に区分できる。

※以下の 料より作成
「首都圏広域防災拠点整備基本構想（H18.3 首都圏広域防災拠点整備協議会）」
「平成１９年度都市公園･緑地保全事業予算概要（国土交通省都市･地域整備局公園緑地課）」
「  防災  が果たすべき消防防災機能のあり方に関する調査検討会報告書（H15.3 総務省消防庁））」
「臨海部防災  マニュアル（H9.3 運輸省港湾局）」
都県や政令市の「地 防災計画」

２-４．計画地における防災拠点の位置づけ

２-３．防災施設の選定

防災  の面 要件について、下記の表のとおり。
今回、計画地の面 は約3.9haのため「一次避難場所」の規模となる。

（仮称）地域活性化発信交流拠点 面積 約３.９ha

①緊急物資の備蓄：防災倉庫、防災井戸
【果たすべき役割】
水･食糧、医薬品、応急復旧資機材等、避難生活用品の備蓄

②一時避難場所：建物の耐震化、無停電化（非常用電源）
【果たすべき役割】
建築物倒壊・火災から逃れるための避難場

一 時 避 難 場 所 （ 地 域 レ ベ ル ）

非常用発電機防災倉庫防災井戸 2

計画地は、前述より「一次避難場所」の規模となることから、安全の確保を目的とする一
時避難場所規模の機能導入を想定する。導入機能は下記のとおり。
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（参考）防災道の駅とは

「防災道の駅」は、国土交通省が「全国道の駅連絡会」などと連携し、防災機能を持つ既存の道の駅から、地
 にとって  的な防災  、災害時の復旧・復興  となり得る駅を選定したもの。選定された道の駅は
2022年現在で全国に39ヶ所。

（参考）防災道の駅の選定箇所

〇防災道の駅 選定箇所 【関東ブロック】 ※令和３年６月時点

※国土交通省HP〇選定条件

１
都道府県が策定する広域的な防災計画（地域防災計画もしくは
受援計画）及び新広域道路交通計画（国交省と都道府県で策定中

２
災害時に求められる機能に応じて、

以下に示す施設、体制が整っていること

※ハザードエリアに存する場合は、適切な対応が講じられていること

①建物の耐震化、無停電化、通信や水の確保等により、災害時においても業務実 可能な 
 となっていること
②災害時の支援活動に必要なスペースとして、２５００ｍ２以上の駐車場を備えていること
③道の駅の 置 である市 村と道路管理 の 割分担等が定まったＢＣＰ（業務継続計
画）が策定されていること

３
２が整っていない場合については、今後３年程度で必要な機能、

施設、体制を整えるための具体的な計画があること

3出典：国土交通省HP
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